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移転価格税制の適用に当たり 

推定課税が認められた事例 
 

 移転価格税制は、独立企業間価格の算定に当たって納

税者の協力を担保するため、一定の要件の下で、課税庁

が独立企業間価格を推定し、当該推定金額に基づいて課

税できるとする規定を置いています。先般、かかる推定課

税による更正処分等を適法とした初の判決(東京地裁平成

23 年 12 月 1 日判決・公刊物未登載)があり、企業の皆さ

まの関心も高いと思われますので、本ニューズレターで紹

介します。 

 

Ⅰ. 事案の概要 

 

 精密小型モーター等の販売等を行う原告(X)は、製造業

者である F 社からモーター等を仕入れて販売していたが、

平成 11 年 12 月以降、F 社製のパチスロメーカー向けコイ

ンホッパー用モーターを M 社から仕入れるようになった(以

下｢本件取引｣という。)。M 社は香港所在の外国法人であ

り、X の国外関連者〔租税特別措置法(平成 16 年法律第

14 号による改正前のもの)66 条の 4(以下｢本条｣という。)

第 1 項〕に該当する。 

 

 平成 14 年 4 月頃から X に対する税務調査を行っていた

税務当局は、上記のとおり X が M 社から仕入れるように

なってから X の仕入価格が 2 倍に高騰したとの事実を把

握し、同年 6 月以降、X に対し、少なくとも、M 社の財務書

類につき 6 回、本件取引の価格算定の根拠となった資料

につき 4 回提示を求めたが、X はこれらの資料を提示しな

かった。 

 

 そこで処分行政庁(Y)が、平成 15 年 12 月期までの 5 期

分の法人税につき、独立企業間価格を算定するために必

要と認められる帳簿書類又はその写し(以下｢必要帳簿書

類等｣という。)を遅滞なく提示又は提出しなかったとして本

条 7 項(現行 6 項。以下単に｢7 項｣という。)を適用し、独立

企業間価格を推定して更正処分等を行ったので、X がそ

の取消しを求める訴えを提起した。 

 

Ⅱ. 判決の要旨 

 

 本件では、①X が必要帳簿書類等を遅滞なく提示又は提

出しなかったかどうか(7 項の適用の可否)、②Y が推定し

た独立企業間価格が適法か(7 項所定の算定方法の要件

を満たすか)どうか、③X が比較対象取引として提示した他

企業間の取引は独立企業間価格に基づくものといえるか

どうか、④更正処分等の前提となる調査手続に違法が

あったかどうかの 4 点が争われました。本判決は①、②を

肯定し、③、④を否定して、X の請求を棄却しましたが、今

回は、争点①に絞って詳しく説明します。 

 

(1) 推定規定(7 項)の趣旨 

 

｢7 項は、…国外関連取引における独立企業間価格の算

定の根拠となる帳簿書類等の提示又は提出についての納

税者の協力を担保する趣旨で設けられたものである。｣ 

 

(2) X は必要帳簿書類等を遅滞なく提示又は提出しな

かったといえるか 

 

｢前提事実…によれば、Y は、X に対し、少なくとも、…6 回

にわたり、文書又は口頭で、M 社の財務書類の提示を求

め、また、…4 回にわたり、文書又は口頭で、X における本

件取引の価格算定の根拠となった資料の提示を求めた

が、X は、これらの書類を提示しなかったことが認められ

る。独立企業間価格算定のためには、〔本条〕2 項及び〔租

税特別措置法施行令(平成 16 年政令第 105 号による改

正前のもの)〕39 条の 12 第 8 項に定めるいずれの方法に
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よる場合でも、当該国外関連取引と比較対象取引の差異

を調整するため(独立価格比準法…)や、通常の利益率(再

販売価格基準法及び原価基準法…)並びに所得の発生に

寄与した程度(利益分割法…)を算定するために、本件取

引の当事者である X 及び M 社が本件取引においてどの

ような役割を果たしていたかを客観的に把握することが必

要であるところ、M 社の財務書類は M 社の機能を端的に

知ることを可能とする客観的な書類として、…X における本

件取引の価格算定のための資料は X と M 社の役割を X

がどのように見積もっていたかを知るための資料として、い

ずれも独立企業間価格の算定に必要な書類であり、これ

らを提示しなかったことにより、X は、〔必要帳簿書類等を〕

遅滞なく提示又は提出しなかったものというべきである。｣ 

 

(3) 提示又は提出すべき必要帳簿書類等の範囲 

 

｢〔必要帳簿書類等〕とは、納税者が現に所持したり、作成

したりしている書類に限られるものではないのであって、提

示を求められた書類が納税者の現に所持していないもの

であったとしても、当該納税者において新たに作成し又は

入手した上で提出することも不可能ではなく、その書類が

独立企業間価格の算定に必要と認められる以上は、特段

の事情がない限り、その書類が提出されない場合には、同

項の推定課税の要件は満たされるというべきである。これ

を本件についてみると、…M 社の財務書類は、…X におい

て M 社から入手した上で提出することは可能であったと認

められ、…上記特段の事情があったということはできない

(現に…これらの書類の一部は本件訴訟において提出され

るに至っている。)。また、…価格算定のための資料は、…

X において本件取引に関する記録に基づいて新たに作成

した上で提出することは可能であったと認められ、上記特

段の事情があったとはいえない。｣ 

 

(4) 本条 8 項の入手義務が尽くされていれば推定課税を

回避できるか 

 

｢X は、X が本条 8 項〔現行 7 項〕後段の努力義務を尽くし

ているから、7 項の適用の前提を欠く旨主張するが、…7

項の推定課税は当該法人が同項所定の帳簿書類等を遅

滞なく提示又は提出しなかったことを要件としているので

あって、…同条 8 項後段の入手義務が尽くされないことが

推定課税の要件となると解することはでき｣ない。 

 

(5) 推定課税を覆すためには 

 

｢〔7 項の〕推定課税を行う要件が満たされた場合、…納税

者側が推定された金額と異なる金額が〔本条 2 項に定め

る方法に従って計算された〕適正な独立企業間価格である

ことを立証すれば、推定は破られ｣る。しかし、｢納税者側

が主張する金額が適正な独立企業間価格であることの立

証責任は、納税者側が負うと解するのが相当であ｣る。 

 

Ⅲ. 本判決の検討 

 

1. 推定規定の趣旨 

 

 7 項の推定規定は、国外関連取引における独立企業間

価格の算定の根拠となる帳簿書類等の提示又は提出につ

いての納税者の協力を担保する趣旨で設けられた規定で

す(Ⅱ(1))。そのため、納税者が十分に協力義務を果たさ

ず、7 項が適用されると、通常の独立企業間価格の算定

方法よりも比較的平易で差異調整等も行われない方法で

一方的に独立企業間価格が推定されることとなり、これに

不服な納税者は、自らが主張する独立企業間価格が適正

であることにつき立証責任を負わなければなりません(Ⅱ

(5))。 

 

2. 本件で問題となった必要帳簿書類等 

 

 本件において、具体的に X が提示を求められたのは、①

M 社の決算書写し及び納税申告書写し、②本件取引に係

る契約書写し、③本件取引の取引価格の設定理由を記載

した資料、④本件取引の取引価格の決定に関する社内検

討資料の 4 種類の書類です。これに対して X は、本件取

引の価格設定は M 社の担当者との間での口頭での価格

交渉の結果合意したもので、検討資料は作成せず、M 社

からの見積書があるだけであるとして、当該見積書や両者

間で取り交わされた取引条件を記載した書面等を提出しま

したが、①、③、④の書類は提示しませんでした。 

 

 その結果、X は 7 項を用いた推定課税を受け、本判決

も、独立企業間価格の算定がいずれの方法による場合で

も、国外関連者の財務書類及び本件取引の価格算定のた

めの資料は必要帳簿書類に該当するとして、同項の適用

要件を満たすと判示しました(Ⅱ(2))。
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 本判決によれば、税務当局から要求された書類を現に所

持していなくても、不提出が許容される理由とはならず、そ

れが独立企業間価格の算定に必要と認められる以上、特

段の事情なく当該書類を提出しない場合には、推定課税

の要件が満たされることになりますが、事後的に当該書類

を作成・入手して提出することもできることになります(Ⅱ

(3))。 

 

 従って、納税者が推定課税を回避するためには、国外関

連取引を行う段階から、独立企業間価格の算定に必要と

認められる書類については積極的に作成・入手しておき、

税務当局から要求があればすぐに提示できるよう予め準

備しておくことが有効です。その際、どのような書類を準備

しておくべきかについては、平成 22 年度税制改正により

新設された租税特別措置法施行規則 22 条の 10 第 1 項

において具体的に規定されています。この点、国外関連者

の財務書類そのものは独立企業間価格の算定に必要な

書類として同条項に規定されているわけではないので(勿

論その全部又は一部がこれに該当することはあり得ま

す。)、納税者の選択した算定方法によっては不要な場合

もあり得ます。しかし、本件で提示が求められた決算書や

納税申告書の写しのように、ごく基本的な書類について

は、予め国外関連者から入手しておく方が安全であるよう

に思われます。 

 

 なお、たとえ納税者が本条 8 項後段の入手義務を尽くし

たとしても、入手不可能な特段の事情があると認められな

い限り、推定課税を回避できるわけではないこと(Ⅱ(4))に

は注意が必要です。 

 

3. 文書化への取組みの重要性 

 

 冒頭に述べたように、本判決は推定課税を適法とした初

の判決であり、これまで推定規定の適用事案は(公表され

た限りでは)ありませんでした。 

 

 

 しかしながら、前述のとおり租税特別措置法施行規則 22

条の 10 の新設によって、文書化すべき書類の範囲が明

確化され、更に本判決が出されたことで、以前よりも推定

規定の適用が容易になったことは否めません。また国税庁

は、今年から文書化の指導を強化する姿勢を打ち出して

おり、今後、適切に文書化に対応しない企業に対しては厳

しい姿勢を示すことも考えられます。かかる状況の下で

は、文書化への取組みの重要性は、一層高まっていくもの

と思われます。 

 

 企業にとって文書化に対応することの意義は、国外関連

取引に係る価格の正当性の根拠を文書として残すことに

よって、移転価格課税を受けるという自らの税務リスクを軽

減することにあると思われますので、自衛手段としても、各

企業においてコストに見合った適切な文書化への対応が

望まれるところです。 
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